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研究成果の概要： 
1920 年代から 30 年代の広義のメキシコ革命期における公教育制度の形成過程で、女性の教育

についても議論が行われた。職業教育として家庭学校が設立され、農村教育において、家庭科

カリキュラムが策定された。フェミニスト教育官僚エレナ・トーレスの活動に沿って、主婦役

割がカリキュラムにおいて定式化された過程を明らかにし、学校教育におけるジェンダー規範

の形成を考察した。女性が家庭での再生産活動を通じ国家に接合されるとともに、一方で女性

の自立的身体管理を含意する性教育が社会的反発により学校教育から排除された。 
 
交付額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 
2006 年度 1,300,000 0 1,300,000 

2007 年度 800,000 240,000 1,040,000 

2008 年度 500,000 150,000 650,000 

年度  

  年度  

総 計 2,600,000 390,000 2,990,000 

 
 
研究分野：社会科学 
科研費の分科・細目：教育学・教育社会学 
キーワード：ジェンダーと教育 
 
１．研究開始当初の背景 
 第二次フェミニズム運動を背景として、メ
キシコの「ジェンダーの視点を持つ政策」は、
1970 年代から導入され始めたが、教育政策
においても女性を対象とした政策が立案さ
れた。農村の女性を対象とした教育政策も立
案されたが、その背景には 1972 年の人口法
の改正と関連付けられる政策も含まれる。こ
うした政策は、女性の地位向上やフェミニズ

ム運動の要求とどのように関連するのかを
明らかにしたいと考えた。 
 このテーマを研究するためには、近代公教
育においてジェンダーがどのように形成さ
れ、現在の政策に影響を与えているのかを理
解する必要があるが、教育とフェミニズム運
動との関連を扱った研究はメキシコでも少
なく、日本においてはほとんど存在していな
かった。そのため、近代公教育形成期の女子



教育に関して、資料収集から始めた。 
メキシコの女子教育に関して、女性解放運

動と関連付けながら研究を行い、メキシコ大
学院大学の研究者と協力してメキシコフェ
ミニズム運動の基本資料集を収集し、日本に
おいて刊行した。メキシコのフェミニズム資
料集を編纂する過程で、メキシコ大学院大学
の研究者と協力し、20 世紀初頭のフェミニズ
ムに関する資料を収集、編纂し、それを日本
語に翻訳した。この資料をもとに、メキシコ
の女子教育を中心とする資料を収集した。さ
らに、一次資料の収集のために、2004 年 9
月にメキシコの教育省古文書館（Archivo 
Histórico de SEP）、国立歴史人類学博物館
（INAH）、国立メキシコ自治大学定期刊行物
資料館（UNAM, Hemorotéca）メキシコ大
学院大学を訪問し、1920 年代から 30 年代の
教科書、教員手引書などの資料の所在を確認
した。 
 
２．研究の目的 
(1)メキシコの近代公教育の形成過程で、既存
のジェンダー役割が修正され、公立学校にお
いて新たなジェンダー役割が規範化された
過程を、公教育政策資料および、フェミニズ
ム運動資料により分析し、文化的、社会的性
差としてのジェンダーが公教育の中でどの
ように構築されたかを明らかにする。 
 
(2) ジェンダーの視点を教育史研究に取り入
れることにより、既存の研究では可視化され
なかった国民教育における性差に関わるジ
ェンダー･ポリティックスを明らかにする。 
 
３．研究の方法 
(1) 1920 年代から 1930 年代において、ジェ
ンダー規範が公教育でどのように定着した
かを、公教育省、国立古文書館などで一次資
料を収集し、分析した。特に、女子教育につ
いて、フェミニストからの問題提起が近代公
教育形成に与えた影響を重視した。フェミニ
スト会議での議論、フェミニスト教育官僚に
よるカリキュラム策定に関する資料を収集
し、その分析を行った。 
 
(2) 資料の収集について 
① 2006 年 8 月 主に、教育省古文所館に
おいて、農村教育に関する教師用指導書「農
村教師」を調査。特に、家庭科教育に関して、
エレナ・トーレスの記事に着目し収集した。 
 
② 2007 年 9 月 主に、メキシコ、イベロ
アメリカ大学古文書館において、エレナ・ト
ーレス文庫を調査、農村教育家庭科カリキュ
ラム、女子教育に関する草稿を分析した。 
 
③ 2008 年 9 月 主に、モラ研究所

（Insutituto Mora）において、メキシコ革命
期の合理主義学校運動、1930 年代の農村教
師のオーラルヒストリィ資料を調査、分析し
た。 
 
４．研究成果 
 メキシコにおけるジェンダーの視点を持
つ教育と人口政策との関係を、国立人口問題
審議会（ＣＯＮＡＰＯ）と教育省との連携に
よる教育プログラムに焦点をあて、分析した。 
 メキシコの人口政策は、家族計画を前面に
打ち出した 1972 年の人口法により大きな転
換が行われた。それまでは、「母の日」に象
徴されるように、メキシコ社会は女性の多産
を是としてきた。こうした政策の転換につい
て、メキシコ政府は政策をどのように国民に
伝達し、社会的に受け入れられる措置をとっ
たのか、教育に焦点をあてて考察した。特に、
人口政策をけん引した CONAPO と教育省に
よる連携カリキュラムを分析し、これが人口
問題だけではなく、女性を対象としたジェン
ダーの視点を持つ教育と密接に関係し、あた
らしいジェンダー役割を女性に提示してい
ることを論文で明らかにした（松久:2006）。 

国の経済開発と福祉に密接にむすびつい
た人口政策は、単なる避妊・家族計画という
保健や厚生省の管轄を越え、教育を通じた人
口問題への取り組みへと発展した。その中心
となったのが公教育省と連携した人口教育
と基礎教育の無償教科書における人口教育
カリキュラムの徹底だった。この人口教育カ
リキュラムは、中等教育におけるカリキュラ
ムへの取り組みを経て 2000 年に一応の完成
を見た。この「人口教育」の中で示される「女
性を対象とした」あるいは「ジェンダーの視
点をもつ」政策は、人口教育の枠組みの中で
構築された。憲法 4 条あるいは人口法の規定
にあるように「人は、自由意思により生む子
どもの数と時期を決定する権利を有する」こ
とを保証するためには男女の平等が不可欠
であるという根拠の基に｢ジェンダーの公
平｣が位置付けられている。「人口教育」で取
り上げられたテーマを俯瞰すると、まず自然
資源に働きかける生産要因として人口があ
り、持続的な経済発展を維持し生活水準と社
会的福祉を向上させるためには、適正な人口
構成が必要となる。女性は、伝統的な家事、
育児という伝統的なジェンダー役割を越え
る経済活動人口として教科書の中に登場す
る。しかし、労働市場において女性への差別
が依然として根強く存在し、公正な扱いを受
けていない。一方、「人口教育」の中で語ら
れる家族は、男性は公的領域、女性は私的領
域という伝統的ジェンダー観からすでに離
脱している。ラテンアメリカにおいては拡大
家族形態が維持され、男性による家族放棄や
マチスモの伝統がしばしば語られてきた。し



かし、メキシコの「人口教育」に見られる家
族は、拡大家族でもシングルマザーの単身家
庭でもなく、子どもの養育に対し父親、母親
としての責任を全うする近代的核家族モデ
ルがとられている。自己の身体管理、避妊、
性感染症の予防を含め自分のセクシュアリ
ティを管理し責任をもつ、生産要員としての
個人が提示されている。 

こうした人口教育の提示する家族像と
1995 年からの女性政策を担当する機関が独
立した以降の教育省の「ジェンダーの視点を
もつ」教育プログラムを比較してみると、前
セディージョ政権から現フォックス政権に
おいて特に重点的な政策対象となっている
農村および先住民地域、さらに現政権から拡
大された都市周辺部の女子の基礎教育への
奨学金による教育遅滞の補償は、人口政策的
に「問題のある」、つまり家族計画の目標値
に達していない「伝統的」家族を維持してい
る周縁地域の重点化と一致している。特に、
周縁地域における前期中等教育への女子の
就学率の拡大は、女性のライフサイクルにお
いて重要な方向付けをなしうる年齢集団と
考えられる。さらに、成人教育分野で、20
歳から 44 歳の女性を対象とした識字教育が
立案されたが、この年齢集団は次代の子ども
を健全に育て貧困の世代連鎖を断ち切る重
要な年齢集団と女性を対象とした政策にお
いて位置付けられているが、この年齢集団は
出産年齢集団と重なり合っている。貧困地域
を対象とした補償プログラムにおいて子ど
もの基礎教育への就学を継続、促進するため
に実施された母親を対象とした教育プログ
ラムもまた、人口政策上の対象として重要な
年齢集団と言えよう。徴兵により入隊した男
性に対する性と生殖に関する成人教育のコ
ースは、｢ジェンダーの視点を持つ｣教育と同
時に、「人口教育」の両面をもつプログラム
である。ジェンダーの視点をもつ教育は、
1995 年以降も実質的には「人口教育」の一
部として形成されているといえよう。そこで
示されるジェンダー構造とは、「人口教育」
にみるように開発に資する経済活動人口を
形成することを前提としつつ、女性は生産労
働と再生産労働を同等に担う役割を期待さ
れている。 
 以上の結論から、さらに人口政策と女性に
対する政策が、ジェンダー規範とどのような
関係性を持つのかを考察するために、歴史的
な分析が必要だと考え、メキシコ革命を経た
国家再建期における公教育と女子教育につ
いて考察した。この時期は、メキシコが近代
国家としての体制を整え、公教育省を設置し
て本格的に国民教育に取り組んだ時期であ
り、ジェンダー役割においても変化が見られ
た。研究過程で、フェミニストとして、また
教育官僚として、国家再建期の女子教育、特

に農村における家庭科教育に多大な貢献を
したエレナ・トーレスの活動に焦点をあてた。 
はじめに、学校教育において「母性」が公

的な表象として出現した「母の日」の行事化
過程を分析した。20 世紀初頭に、欧米の優生
学は、メキシコのフェミニズム運動にも影響
を与え、女性が出産し教育が可能な子どもの
数を決定する権利を有するべきだという考
えが主張され、政府の出産調整への関心が高
まった。しかし、カトリック教会を中心とす
る保守派の強い反対にあい、フェミニズム運
動における出産調整の要求も、政府の性教育
も撤退せざるを得なかった。そして、性教育、
出産調整の反動として「母の日」に象徴され
る母性の称揚が行われ、学校行事としてとり
いれられた。（松久:2007） 
母性の称揚は、新しい国民国家の形成に女

性を動員する過程に統合された。職業教育と
して女子のための家庭学校が設立され、「精
神的母性」を持つ女性に教職が最適であると
されて、教員の不足を補うために、識字教育
や教職に女性が動員された。また、農村教育
に家庭科カリキュラムを導入することによ
り、健全な国民を産み育てるという女性の家
庭における母親役割が、国民の育成を介して
国家に接合された。女性のジェンダー役割は、
このことにより私的領域から家庭を通じて
国家という公的領域に接合された。当時のフ
ェミニズム運動もまた、国家再建に貢献する
という公的役割を、家庭を通じて担うことに
より、参政権に象徴される公的権利の拡大を
目指した。 
20 世紀初頭のジェンダー規範の変化と女

子教育において、女性の性と生殖にかかわる
政策を、フェミニズム運動、公教育政策、伝
統的勢力の側面からエレナ・トエスの活動を
軸に考察した。（松久:2009） 
フェミニズム運動と1920年から1930年前

半までの教育政策を観察することにより、第
一波フェミニズム運動の主流を占めた法的
平等を要求するリベラルなフェミニズム運
動の枠組みでは把握できなかった反教会・近
代化運動の潮流の一つである合理主義運動
や欧米の優生学運動の影響を検証した。また、
1920 年代の政権と公教育政策が、フェミニ
ズム運動を取り込む中で、女性の自立的身体
管理としての性教育や出産調節を切り捨て、
育児と家庭管理を通じて国家に貢献する母
性を基礎とした新しいジェンダー規範を取
り入れたことを明らにした。 
フェミニズム運動は、19 世紀末からの「尊

厳のフェミニズム」の流れの中で女性による
教育要求が高まり、その中で教育を受けた女
性たちは主に言論を媒体としてメキシコ革
命に参加した。フェミニズム運動を担う女性
層には、教育を受けた女性の専門職として教
員が圧倒的に多かった。女性たちは、国家再



建の過程で教育や衛生運動を通じて国家に
動員されていったが、フェミニズム運動自身
も男女平等な法的権利や政治参加を要求し
つつ、国家への貢献を模索した。 

1920 年代のカランサやオブレゴン政権は、
教育政策立案において、カトリック教会の伝
統教育に対して、非宗教教育という公教育の
枠組みを提示しようとした。メキシコ革命前
後から新しい教育実践をおこなっていた合
理主義学校運動が社会主義的な労働運動「世
界労働者の家」や CROM の支持を得て、憲
法 3 条の世俗教育条項に影響を与えた。この
合理主義運動は、近代公教育における女子教
育にも影響を及ぼした。特に、合理主義教育
の影響を受けたユカタン州において、アルバ
ラドにより開催されたフェミニズム会議で
は、カトリックのくびきから女性を解放する
方策としてカトリック教会による「牢獄の教
育」を排除する新しい教育が重視され、小学
校の共学と、合理主義教育を女子教育にも適
用することが決議された。ユカタンのフェミ
ニズム会議では、当時の社会主義的潮流や欧
米の優生学の影響を受けて、女性の教育に性
教育を導入し出産調節によって女性自身が
自分の身体管理を可能にすることが提案さ
れたが、時期尚早で否決された。この提案は、
女性自身の自己管理と同時に「人種の退化」
を避け優良な国民を育成するという国家へ
の貢献も視野に入っていた。これに対し、カ
トリック教会をはじめとする保守層は強い
反発を示し、性教育が政治対立軸となってい
った。 
エレナ・トーレスは、ユカタンの合理主義

運動やフェミニズム運動に参加した後に、教
育省に勤務し、農村地域の新しい教育政策の
パイロットプランとなる文化伝道団や農村
教育に尽力した。エレナ・トーレスの教育官
僚としての業績は、家庭科教育カリキュラム
を「科学」的に構築することにより、国家の
近代化に対する女性の役割を明示したこと
だった。家庭科教育は、家族の栄養、衛生、
健康を家庭において管理することを主婦の
役割として位置づけ、女性の社会的役割を、
家庭科教育を通じて農村教育にも導入する
ことにより、女性のジェンダー役割を明示し
た。 

国家再建期に形成されたジェンダー規範
は、メキシコ革命を経ることによってそれ以
前の伝統的なジェンダー規範に修正が加え
られた。修正された女性へのジェンダー規範
は、国民を育成することにより近代国家の
「公的領域」を下支えする役割を持つ。修正
された女性の領域としての家庭は、国家の管
理内にあるという意味で完全に私的な領域
ではなく、国家と繋がりを持つが男性のため
の公的領域から女性を排除した従属的領域
として位置づけられた。第二波フェミニズム

により、男女は決定的に異なるという本質論
的観念から自由になる以前において、「家庭」
という私的領域においてさえ劣等性を刻印
された女性が、「科学的」な家庭科教育を習
得することにより家庭を通じて国家に貢献
し、そのことによって家庭での男女平等な立
場を確立しようとした。 
健全な「国民」を産み育て、家庭を通じて

国家の発展に寄与するという女性に課せら
れた当時としては新しいジェンダー規範は、
優生学や出産調節に反対する保守層との対
立の中で、次第に女性による身体の自己管理
という女性の主体的な部分が削除され、「母
の日」に象徴される国民的合意として、国家
と家庭との関係性の中で自己犠牲的な母親
像が生成された。その意味で、国家発展のも
とで家庭の国家への従属を目的として家父
長制は修正され強化されたが、フェミニズム
自身も近代化と国家発展を支援する中で、
「オフィシャル・フェミニズム」となること
により、家父長制を助長する要因があった。 
 以上、現代に至るジェンダー政策の基盤と
なる人口管理、あるいは性と生殖に関する国
家の介入は、近代的公教育制度が設立された
20 世紀初頭のメキシコ革命再建期のジェン
ダー規範の形成に国家による最初の関心を
認めることができる。そして、現代に至るま
で国家の介入を認めない立場のカトリック
教会と国の対立が、性教育めぐる対立として
学校教育において見られている。 
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